
民
生
委
員
・
児
童
委
員

あ
な
た
は
知
っ
て
い
ま
す
か
？

皆
さ
ん
は
「
民
生
委
員
・
児
童
委
員
」を
知
っ
て
い
ま
す
か
。
言
葉

は
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
、
詳
し
く
は
知
ら
な
い
人
も
い
る
の

で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、皆
さ
ん
が
困
っ

た
と
き
に
助
け
て
く
れ
る
存
在
で
す
。
今
回
は
民
生
委
員
・
児
童
委

員
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

民
生
委
員
・
児
童
委
員

（
主
任
児
童
委
員
）

・
医
療
機
関
　
　
　

・
児
童
相
談
所
　
　

・
社
会
福
祉
協
議
会

・
学
校

・
町

な
ど

連携・協力

相談

状況把握

情報提供
援助

・
障
が
い
者
が
い
る
世
帯

・
高
齢
者
が
い
る
世
帯

　
　

・
子
ど
も
が
い
る
世
帯

な
ど

松前町民生委員
児童委員協議会会長

池
いけ

内
うち

光
みつ

男
お

さん
 ＝神崎担当＝

民生委員とは仲介者

話しにくいこと・困り事・悩み事、なんでも気負
わず気楽に相談してください。民生委員は皆さん
の強い味方です。

　民生委員とは一言で言うと「仲介者」です。皆
さんから困り事を聞き、役場や公的機関などの適
切な窓口へつなぐことが民生委員の役目です。
　相談を受けるときは、相手の立場に立ってその
人を受け止めることを意識しています。家族には

担当地区 氏　　名
南黒田 野田いその

南黒田 佐伯　初美

北黒田 大野　育造

北黒田 勝木　庸子

北黒田 八山　結花

北黒田 濱田ちづる

宗意原 山田　　運

宗意原 西畑　聖一

宗意原 重松　恭子

宗意原 高本　裕子

宗意原 森本由記美

新　立 仲島　政夫

新　立 加藤　晴美

新　立 吉　　里美

新　立 向井　伴子

新　立 星加　明義

担当校区 氏　　名
松　前 中塚　裕子

北伊予 小笠原陽子

岡　田 平井　美和

▼主任児童委員

担当地区 氏　　名
西高柳 戒能　教子

西古泉 二宮　忠孝

西古泉 安永　理子

西古泉 泉原　明美

北川原 茂川　俊

北川原 茂川　和子

塩　屋 岡本　　忠

あなたの地区の民生委員
　12月1日付で、58人が厚生労働大
臣から民生委員・児童委員に委嘱され、
うち3人が主任児童委員として指名さ
れました。任期は3年です。各委員の
名前は下のとおりです（敬称略。◎
は新任者）。

民生委員に関する問い合わせ
福祉課地域福祉係
☎ 985-4232
松前町社会福祉協議会
☎ 985-3200

担当地区 氏　　名
新　立 山下　敦子

本　村 清水なぎさ

本　村 淺木　悦美

本　村 手島　美佳

筒　井 山本佐津貴

筒　井 横山　広行

筒　井 大島　良子

筒　井 本馬　　泉

筒　井 岡田　　徹

徳　丸 弓立　清弘

徳　丸 弓立　楠美

中川原 本田　利行

中川原 髙森　由起

出　作 垣内ゆかり

出　作 長井真紀子

神　崎 池内　光男

担当地区 氏　　名
神　崎 宮﨑円太郎

神　崎 池内　智美

鶴　吉 大西　明男

鶴　吉 西村　直子

横　田 武田　洋子

大　溝 栗原　　明

永　田 福嶋　康博

東古泉 池内　重男

大　間 郷田　伸子

上高柳 村上美惠子

上高柳 大内眞左代

恵久美 大政千津子

恵久美 大西　松江

昌農内 平井　博枝

昌農内 重川　尚子

西高柳 高須賀美佳

民
生
委
員
・
児
童
委
員
と
は

「
民
生
委
員
」は
、
民
生
委
員
法
に

基
づ
い
て
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
委
嘱

さ
れ
た
非
常
勤
の
地
方
公
務
員
で
す
。

社
会
福
祉
の
増
進
の
た
め
に
、
地
域
住

民
の
立
場
か
ら
生
活
や
福
祉
全
般
に

関
す
る
相
談
・
援
助
活
動
を
行
って
い

ま
す
。

ま
た
、全
て
の
民
生
委
員
は
、児
童

福
祉
法
に
よ
り「
児
童
委
員
」も
兼
ね

て
い
ま
す
。「
児
童
委
員
」は
、妊
娠
中

の
心
配
事
や
子
育
て
の
不
安
に
関
す
る

さ
ま
ざ
ま
な
相
談
を
受
け
、支
援
を
行

い
ま
す
。こ
の
う
ち
、他
の
民
生
委
員

と
協
力
し
て
、子
ど
も
や
子
育
て
に
関

す
る
こ
と
な
ど
、児
童
福
祉
に
関
す
る

支
援
を
専
門
的
に
担
当
す
る「
主
任

児
童
委
員
」は
、各
校
区
に
１
人
ず
つ

配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

核
家
族
化
が
進
み
、地
域
社
会
のつ

な
が
り
が
薄
く
な
っ
て
い
る
中
で
、子

育
て
や
介
護
の
悩
み
を
抱
え
る
人
、障

が
い
の
あ
る
人
や
高
齢
者
な
ど
が
孤

立
し
、必
要
な
支
援
を
受
け
ら
れ
な
い

ケ
ー
ス
が
増
え
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、民

生
委
員
・
児
童
委
員（
以
下
、「
民
生
委

員
」）の
役
割
が
重
要
に
なって
い
ま
す
。

◉相談・支援業務

◉高齢者、障がい者のいる世帯、子ども・妊

　産婦やひとり親家庭などの状況把握

◉一人暮らしをしている高齢者の訪問

◉子どもの登下校時の声掛け、パトロール活動

◉小中学校の各種行事への参加　　　　など

主な活動民生委員の活動事例
「介護施設に入りたい」という相談の場合

本人と話し合い、介護の支援が必要だと思ったら
民生委員が福祉課包括支援センター係へつなぐ。

福祉課包括支援センター係から本人へ連絡。

公的機関に直接言いにくいことも、民生委員なら気軽に
相談できます。必要な支援につないでもらいましょう。
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◎

眞

民生委員の役割

▲民生委員・児

童委員のマーク

◎

邨
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